
品川区長寿お祝い事業実施要綱
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平成１１年７月改正 要綱１０４号

平成１２年６月改正 要綱 ９６号
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平成１６年５月改正 要綱 ７４号

平成２０年６月改正 要綱 ９６号
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（ 目的）

第１条 この要綱は、祝品を贈呈することにより、高齢者の長寿を祝福して、敬老の意を

表することを目的とする。

（ 種類、対象者および贈呈額）

第２条 祝品の贈呈を受けることができる者は、毎年敬老の日に品川区内に住所を有し、

次に定める基準日において、８８歳、９０歳、９９歳および１００歳以上の者とする。

２ 祝品の種類、対象者、基準日（ 事業実施年度内） および贈呈額は、次の表のとおりと

する。

種 類 対 象 者 基準日 贈 呈 額

米寿祝品 基準日に８８歳である者 ３月３０日 ５，０００円

卆寿祝品 基準日に９０歳である者 ３月３０日 ７，０００円

白寿祝品 基準日に９９歳である者 ３月３０日 １０，０００円

百歳祝品 基準日に１００歳である者 ３月３０日 ３０，０００円

百歳超祝品 基準日に１０１歳以上である者 ３月３０日 １０，０００円

（ 受贈資格の調査、決定）

第３条 区長は、前条の対象者について、あらかじめ住民基本台帳等で調査し、祝品の贈

呈を決定するものとする。

２ 区長は、前項により祝品の贈呈の決定を受けた者が（ 以下「 受贈者」 という） 9月30
日までに死亡または転出したときは、贈呈の決定を取り消すものとする。

ただし、受贈者が祝品を贈呈した日以降に死亡または転出した場合は贈呈の決定の取

り消しはおこなわない。

（ 贈呈期間）

第４条 区長は、祝品を受贈者に毎年９月１日から９月３０日までに贈呈する。ただし、

やむを得ない場合は、当該年１１月３０日までに限り贈呈することができる。

（ 受贈の辞退）

第５条 受贈者は、祝品の受贈を辞退することができる。

（ 贈呈の受領印）

第６条 区長は、祝品の贈呈時に受領印等を求めるものとする。



（ 委任）

第７条 この要綱の施行について必要な事項は、別に福祉部長が定める。

付 則

１ この要綱は、平成１０年７月７日から適用する。

２ 次に掲げる要綱は廃止する。

(1) 品川区高齢者弔慰金支給要綱（ 昭和６０年８月１５日品川区要綱２９４号）
(2) 品川区高齢者祝金贈呈事業実施要綱（ 平成６年８月１日品川区要綱第６４号）
付 則

１ この要綱は、平成１１年７月２３日から適用する。

付 則

１ この要綱は、平成１２年６月２０日から適用する。

２ 平成１２年度米寿祝品受贈者のうち、平成１１年度米寿祝品受贈者については、対象

者から除外する。

付 則

１ この要綱は、平成１４年６月１３日から適用する。

付 則

１ この要綱は、平成１６年４月１日から適用する。

付 則

１ この要綱は、平成２０年７月１日から適用する。

付 則

１ この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。

付 則

１ この要綱は、平成２５年４月１日から適用する。

付 則

１ この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。

付 則

１ この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。

２ この要綱の適用の日から平成３１年９月１５日までの間、この要綱による改正後の第

２条第２項の規定の適用については、同項の表米寿祝品の項および卆寿祝品の項中「 ３

月３０日」 とあるのは「 ９月１５日」 と読み替えて適用するものとする。


